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１ 　�道路の新たな利活用に
　関する調査研究

調査部長　花野　猛
　近年、地域活性化やまちづくり、情
報化社会の推進などにおいて、道路に
対するニーズが高まるとともに、道路
空間等の多様な利活用の促進が求めら
れており、国においてもこれらのニー
ズに対応した様々な施策の展開が図ら
れている。
　（財）道路新産業開発機構において
は、これらの状況を踏まえて、道路や
沿道空間等に対するニーズの顕在化を
図り、実現化に向けてこれを加速させ
るような方策を検討し、その結果を提
言・提案すべく、平成19年11月、学識
経験者、賛助会員等で構成する「新道
路利活用研究会」を設置した。
　研究会には、類型別テーマを具体的
に検討する３つの部会を設け、うち１
部会ではより詳細なテーマに対応する
分科会を２つ設け、原則２年間を目途
として成果を出すべく検討を行ってい
るが、先般、これまでの検討結果を
「中間報告」としてとりまとめたとこ
ろである。
「道路空間の有効活用と道路管理にお
ける民間活用部会」の「道路空間活用
分科会」では、先進事例の調査結果等
を踏まえ、地域活性化等を目的として
都市計画以外の一定の手法により公共
性を担保する場合における道路占用要

件の一層の緩和などの方策について具
体的な検討を進めることとしている。
　同部会の「民間活用管埋分科会」で
は、道路等の維持管理等を実施してい
る街づくり会社等について地域開発の
有無や地域の用途により分類し、管理
主体の組織形態、管理内容、資金方策
等を調査し、その特徴を分析した。都
心の大規模開発エリアでは将来の大規
模修繕費用の確保や構成員の移動に伴
う権利義務の承継などが、既存商店街
のエリアでは関係者合意や財源確保、
構成員の高齢化などが課題と考えられ
た。このため、これらの課題に対応し
た民間参加の事業スキームを組織形態
や運営資金の確保を中心に検討し、具
体的方策をとりまとめることとしてい
る。
　「情報化社会における道路の有効活
用部会」では、国道の管理用光ファイ
バの民間事業者等による利用状況を調
査したところ、事業者の業種等によ
り、利用距離等に一定の傾向が見られ 
( 電気通信事業者は長距離を連続使
用、地方公共団体等は短距離利用 )、
また、利用者へのアンケート結果によ
れば、接統性の向上、手続の改善など
が課題とされていることが分かった。
　このため、主として技術的な課題や
制度・運用面を検討する WG と、利
用方法の提案や効果的な利用事例を収
集・整理する WG を設けて、具体的

な利活用方策の検討を進めることとし
ている。
　「高速道路を活用した地域の活性化
部会」では、スマート IC の利用状況等
を調査したところ、高速道路アクセス
の強化により高速道路の潜在的需要を
顕在化させ、大半の箇所で利用が着実
に増加し、地域の活性化、安心の確保等
に効果を上げていることが分かった。
　しかしながら、今後更に厳しさを強
める財政状況等や道路関係公団の民営
化の趣旨を踏まえつつ、効率的なス
マート IC の整備により既存の高速道
路ネットワークを一層活用した地域活
性化等を進めるためには、現在の国・
道路会社が費用の大半を負担する方式
だけでなく地域や民間の活力を積極的
に活かしたスマート IC の導入や、
IC、SA 等の更なる利活用促進を検討
する必要があると考えられる。このた
め、主として民間主導型のスマート
IC の設置・運営方策の検討をテーマ
とする WG と、広域的な観光への高
速道路ネットワークの有効活用方策の
検討をテーマとする WG を設けて具
体的な検討を進めることとしている。
　今後更に具体的な方策の検討を進
め、将来を見据えた道路整備への貢
献、道路にかかわる新しい産業の開発
等に資する提案・提言を最終報告とで
きるよう努めていきたいと考えてい
る。
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２ 　余震下の災害復旧活動に資する
　ポータブル地震警報システムの開発
元 ITS・新道路創生本部研究員

大橋啓造
　（財）道路新産業開発機構では、余
震活動が活発な期間における現地作業
員の安全性確保に資する地震警報シス
テムの開発に、平成19年度から取り組
んでいる。本システムの開発コンセプ
ト、基本仕様及び実証実験途中経過に
ついて、中間報告する。
　主な開発コンセプトは、①「緊急地
震速報」の欠点を補完する「直下型地
震」に対応できるシステムであるこ
と、②被災地域で活用ができるよう他
のシステムに依存しない自己完結型の
システムであること、③建設現場での
活用を前提とし、重機や車両等の振動
を地震と誤信しないシステムであるこ
と、④機器据付及び移動などの取扱い
が容易で堅固であること、⑤広く普及
を図るため、価格は、極力安価なもの
とすること、としている。
　本システムは、感知器・警報器・ア
ンテナ・バッテリーで構成し、地震感
知センサーは、「地震判定プログラ
ム」を有する既存の汎用性のある製品
を使用するとともに、感知器と警報器
は分離し、無線 LAN により地震情報
を発信するシステムとした。
　実際の地震による性能を検証するた
め、国土技術総合政策研究所の御協力
をいただき、共同で実証実験を実施す
ることとし、同研究所保有の強震計に
隣接して「本システム」を設置し、実
際の地振動に対し強震計で観測された
データと比較し、本システムの精度検
証を行うこととした。
　これまでに計測した17回の地震波の
初期感知時刻を比較すると、全ての計
測データにおいて、強震計と同時刻に
地震波データを計測していたことか
ら、本システムのＰ波感知感度は高い
ことがわかった。

　本システムで計測した波形の周期と
強震計で計測した波形の周期の誤差は
小さく、周期の近似性が高いことがわ
かった。振幅については、強震計で計
測した波形の振幅よりも大きく計測さ
れる傾向があるが、本システムの活用
目的を考慮すると安全側であり問題が
無いと思料された。
　これまでの実験期間中に発生した地
震は規模が小さく、本システムが対象
としている地震の規模ではなかったた
め、引き続き実証実験を継続し、検証
を進めていく。

３ 　�地域との連携等による道路の整備・
管理のあり方に関する調査研究

ITS・新道路創生本部PL
浦野　隆

　近年、地球環境問題の顕在化、価値
観・生活様式の多様化、少子・高齢化
の進展、経済社会の成熟化、情報化社
会の進展など、社会・経済環境を取り
巻く環境は大きく変化してきており、
道路行政サービスに対するニーズが多
様化し、より高度なサービスが求めら
れている。そのような中、ITS は道路
交通のインテリジェント化を出発点と
してきたが、IT の進展に伴い現在で
はその裾野がはるかに拡大している。
　本調査研究では、道路の利活用や市
民生活への貢献の視点から、地域との
連携による道路の整備や管理に関する
ビジネスモデルの検討に取り組み、地
域連携の考え方を整理するとともに、
事例として駐車モデルを取り上げ、荷
さばき駐車及びスマート PA について
紹介する。
（１）�　豊田市における荷さばき駐車

システムの本格運用

　路上での荷さばき車の排除により、
歩行者に安全な道路空間を提供すると
ともに、排気ガスによる環境問題や、
交通渋滞や事故といった交通問題を解
決する手段として、平成19年度に中心

市街地の西町駐車場において、ETC
技術を活用し自動決済の仕組みを取り
入れた共同荷さばき駐車の社会実験を
実施した。運用方法は、当初から受益
者負担を前提とした有料実験として取
組み、平成20年度からは民間主体での
本格運用に移行した。社会実験期間中
は路上からの荷さばき車両の排除が目
的であったが、今後持続的に事業を行
なっていくためには、採算性の向上が
望まれることから、利用者を一般 ETC
車に拡大するなど、各種のアイディア
を抽出し、サービスの向上を図ること
が必要である。
（２）�　首都高におけるスマートPA

実験

　スマート PA には、ETC ビーコン
を設置し、この認証によりモニターの
利用を確認、規定の時間内に再び首都
高に戻った場合には、その２回目の首
都高利用料金を打ち消しするサービス
である。実証実験を通じて、利用者か
ら要望の多い休憩所及びトイレの機能
を充実させるため、ETC を活用した
システムの検討及びシステム開発、モ
ニター調査及び沿線の路外施設を活用
したスマート PA のサービスの有用性
の検証・評価を行い、今後の展開方策
の検討を行うこととしている。
　これまでいくつかの具体的な研究内
容を実際のフィールドに展開してきた
が、今後も地域のまちづくりを支える
コミュニティ ITS の研究を進め、それ
らを体系的に連携させることにより、
住民がより安全、快適に暮らせる社会
を創造していきたいと考えている。

４ 　�5.8GHZ帯DSRCビーコン
　による車両挙動情報の活用

ITS・新道路創生本部PM
秀島哲雄

　次世代 ITS 実証実験が全国で進め
られており、本格的な運用の段階を迎
えている。積雪寒冷地における通行止
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めの削減と安全運転支援を目的に、
5.8GHZ 帯ビーコンにアップリンクさ
れた車両挙動情報（プローブ情報）を
活用し、異常走行の検知について実証
実験するとともに、その成果について
考察したものである。
　東日本高速道路における原因別渋滞
量比率及び道路別渋滞量比率から、渋
滞原因のうち第１位は交通集中で
76％、第２位は事故で23％を占め、道
路別には関越自動車道が約半分の47％
を占めている。今回の実証実験の目的
はプローブ情報の検証であるが、デー
タを蓄積し状況把握できれば、前方の
状況を一般のお客様へ情報提供するな
ど5.8GHZ 帯の DSRC を活用した展開
を目論でいる。
　関越トンネルは日本の道路トンネル
で最長の約11km の延長を持ち、標高
も高く気象が大きく変化する箇所にあ
たる。
　冬期間にトンネル内を金属チェーン
で走行することは禁止されているた
め、トンネル前後の休憩施設でチェー
ンを着脱するなど過去から交通支障の
原因となるボトルネック箇所である。
また、首都圏から新潟方面に走行する
場合、当該箇所が160km の距離であ
り、運転時間が２時間前後となること
から漫然運転になりやすい傾向も想像
される。加えて、線形も下り勾配であ
りスピードが出やすいこと。視界が悪
いことなどの要因で事故率が当該区間
の上下線で約６倍の差異がある。これ
らを踏まえ、トンネルを抜けた下り勾
配区間にアンテナを２箇所設置し、管
理用車両など試験的に巡回、模擬走行
させ、検証実験を実施した。
　その結果、模擬走行であるが左右加
速度など、プローブ情報により車両の
異常走行を検知できる率は高いこと。
蓄積タイミング及び左右加速度の閾値
は標準ではなく工夫が必要なことが判
明した。

　今後の課題として、①異常を検知す
るタイミングとアルゴリズムの構築、
②画像や音声など情報提供内容とその
影響、③ ITS 車載器を保有しない車
両への情報提供が考えられる。

５ 　�全国のDSRC社会実験

ITS・新道路創生本部調査役
半田　悟

　我が国では、これまで先進的な ITS
技術を用いて多様なサービスを組み込
んだ次世代の道路「スマートウェイ」
の開発及び推進に取り組んできてお
り、平成19年度の首都高速道路におけ
る公道実験に続き、平成20年度には全
国規模での公道実験が実施され、その
適用範囲が急速に広がりつつある。
　財団法人道路新産業開発機構では、
国土交通省、国土技術政策総合研究所
からの受託により、これら実証実験の
実施と成果とりまとめを行なったもの
であり、各地区で実施された公道実験
の概要について紹介する。
（１）　首都圏地区

　首都高速道路では平成19年度から実
証実験を実施しているが、新たに広域
情報として、首都高マップを簡略化し
たイメージ図上に中央環状線経由と都
心環状線経由での各所要時間を組み込
んだ画像による情報と、音声案内とを
組み合わせて提供し、被験者による走
行実験により受容性、有効性の評価を
行った。
　また、「ITS-SAFETY2010実証実験
公開デモンストレーション」と連携
し、湾岸線お台揚近傍２箇所において
出口渋滞の注意喚起および経路案内の
情報提供を行い、被験者による走行実
験で受容性、有効性の評価を行った。
　情報提供に対して全員が理解できて
おり、ネガティブチェックにおいても
特に課題は見いだされなかったことか
ら受容性が得られていることを確認し

た。出口渋滞に対しては90％の、静止
画を含む経路案内には80％の被験者か
ら役立つとの意向が得られ、情報提供
が有効であることを確認した。
（２�）京阪神地区（阪神高速、名神・

新名神高速）

　阪神高速においては、渋滞ポイント
のひとつである阿波座合流部をター
ゲットとした乗り継ぎ案内を含む前方
状況情報提供に対する実験を計画して
おり、H20年度は第一ステップとして
静止画の提供を行い、この静止画提供
に対する技術的評価、受容性評価を
行った。その結果、天候・時間帯を問
わず、見えにくくなるなどの支障が生
じず、また当該区間の実際の所要時間
即ち渋滞状況と提供画像の示す状況が
ほぼ連動できていることを確認した。
被験者の走行体験による受容性評価で
は、70％が静止画提供場所を特定で
き、同時に提供した音声もほぼ全員が
理解できていることを確認した。
　カーブでの事故低減を目指す三宅
カーブにおける前方障害物情報提供に
おいては、被験者が注意や減速行動を
取ること、慌てるなどネガティプな行
動がないこと等有効性が確認された。
　名神・新名神高速においては、４箇
所からハイウェイラジオに相当する道
路交通情報を音声で提供し、これに対
する受容性、有効性等を確認する実験
を行った。車載器の音質改善が望まれ
るものの90％の被験者が内容を理解で
き、全負から経路選択に役立つとの評
価結果を得た。
（３）その他地区

　愛知地区（名古屋高速、国道153
号）や、広島地区（山陽道）において
も社会実験が実施されており、その内
容を紹介した。
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６ 　�DSRCサービス普及促進へ
の取り組み

ITS・新道路創生本部PM
浜田誠也

　我が国では、これまで先進的な ITS
技術を用いて多様なサービスを組み込
んだ次世代の道路「SMARTWAY」
の推進に取り組んでいる。「SMARTWAY」
は、2006年の筑波テストコースにおけ
る「スマートウェイ公開実験デモ2006」、
2007年 の 首 都 高 速 道 路 に お け る
「SMARTWAY2007デモ」、2008年の
スマートウェイ試行運用及び各地域で
の大規模実証実験を経て、2009年４月
から本格運用が開始となった。財団法
人道路新産業開発機構は、その活動を
支援しており、その実現に向けた取り
組み概要を紹介する。
　DSRC サービスを実現するシステム
の特徴としては、①大容量通信、②狭
域性・即時性、③双方向通信、④通信
方式の統一の４つがあり、サービスの
内容としては、情報提供、情報接続、料
金決済及びその他のサービスがある。
　ITS 市場は、2020年までに累計で
100兆 円、DSRC 車 載 器 の 販 売 予 測
は、５年間で累計1,040万台と予測さ
れている。
　今後の DSRC サービスの普及展開
に向けた取り組みとして、「道路構
造」、「情報提供の技術」、「利用者の視
点でのサービス評価」の視点より、普
及展開を見据えた最適なシステム内容
とは何かを検討し、普及展開に向けて
の課題とその解決策を検討する。
　国土交通省では、普及が拡大してき
たカーナビ、VICS、ETC 等の活用や
組み合わせにより、一つの車載器で多
様な ITS サービスを実現するため、
高速道路の本線及び SA／PA に DSRC
路側機を整備し、広域な道路情報提供
等の公共サービスを先行的に行い、今
後の全国展開に向けた検証や対応の整
理を計画している。DSRC 路側機が全

国の主要な高速道路本線及び SA／PA
に設置されることから、交通事故対策
及び道路状況情報提供のみならず、民
間レベルでの幅広い分野に利用が望ま
れている。このように、有料道路に広
範囲に設置される DSRC アンテナを
利用した民間主導によるサービスを早
急に立ち上げる必要があり、国内の
サービス事業者から広く意見を聞くた
め、DSRC サービス連絡会を開催す
る。
　本格的な ITS 社会を目指し、今後
の ETC 施策を含めた DSRC の普及促
進及び国土交通省の施策に貢献すべき
ことを熱望し、業務を進めていくつも
りである。

７ 　�日本橋都市再生事業への
　取り組み

ITS・新道路創生本部PM
浜田誠也

　江戸幕府と同じ1603年に日本橋が架
橋され、ここが東海道、中山道など五
街道の起点と定められたところから、
以来、日本橋は交通、経済、文化の要
衝としての役割を果たすこととなっ
た。現在でも、日本国道路標は日本橋
にあり、すべての道は日本橋を起点と
していることからも、同地区が歴史的
に我が国の都市における重要な位置を
占めていることがわかる。
　しかし、近年では沿道事業者の撤退
等の影響により、これまでの賑わいを
失いつつあることから、日本橋周辺地
区では、沿道の再開発や立て替えが進
行しているとともに、首都高速道路の
地下化構想、地元による日本橋周辺地
区の都市再生の機運が高まっている。
　そこで、日本橋地区の都市再生を図
ることを目的に、平成13年度より実施
されている日本橋都市再生事業の一環
である地下歩行空間の整備にあたり、
沿道開発と道路地下空間の一体整備の
実施に向けた検討を行うとともに、既

存の地下空間の地域情報発信等の利活
用について検討を行ってきた。
　本業務では、地下空間に必要な機能
から派生する効果項目及び評価指標を
体系的に整理し、効果の定量化、便益
化に関する検討を行った。
　日本橋室町地域の地下空間の拡幅
は、通行者のサービスレベルの向上や
快適性の向上、建物との親和性確保
（バリアフリー含む）を主目的とし、
また、地域課題に対応し、周辺街区及
び日本橋地区全体のまちづくりを支
援・誘発する機能を含めた道路整備を
目指した。
　地下空間整備により発生する効果を
体系的に整理するに当たり、直接効
果・間接効果・定量的効果・定性的効
果を定義して分類し体系整理した。
　発現する効果は、「定性的効果」と
「定量的効果」に分類でき、定性的効
果については、①文言で整理するも
の、②アンケート調査により５段階で
評価・表現するものの２つに、定量的
効果については、③評価指標で整理す
るもの、④便益化が図れるものの２つ
にそれぞれ分類できる。
　我が国は、今後とも高齢化社会等に
備えた道路づくりや歩道空間をはじめ
とする社会資本整備を充実させていか
なければならない。その際には、整備
効果を道路計画との関係で示すこと
が、道路整備に対する国民的合意形成
を図るうえで最も重要だと考える。

８ 　�日本風景街道の概要と
　新たな展開
元 ITS・新道路創生本部研究員

宇理須寛恭
　日本風景街道は、道路並びにその沿
道や周辺地域を舞台に、多様な主体に
よる協働のもと、景観、自然、歴史、
文化等の地域資源や個性を活かした国
民的な原風景を創成する運動を促し、
観光の振興や地域の活性化に寄与する



35

レ ポ ー ト

ことを目的とした取り組みであり、現
在では107箇所もの風景街道が登録さ
れている。
　登録された風景街道の活動を維持
し、継続させていくためには、活動上
の悩みや課題を的確に把握し、それら
に対応した支援策を立案するととも
に、継続化へ向けた具体的な方策を立
案することが重要である。
　支援メニュー案としては、アドバイ
ザー制度の活用、ベストプラクティス
の活用、支援施策集の活用、民間との
連携による商品展開等が考えられ、活
動の継続化へ向けた具対策としては、
自己評価制度の構築、支援施策集の充
実、アドバイザー制度の充実、広報・
周知の実施が考えられる。
　また、民間企業等との連携を促進
し、風景街道の活動の質の向上、情報
の幅広い周知を図っていくためには、
風景街道に関する質（鮮度・精度）の
高い情報について利用し易い環境を整
えることが必要である。そこで、民間
企業等と連携し「日本風景街道データ
ベース」を活用した情報提供の仕組み
の構築に関する検討を行うとともに、
これを活用した日本風景街道の普及・
活性化策に関する検討及び試行を行
い、効果・課題を把握する。
　日本風景街道の新たな展開事例とし
ては、美しい沿道景観を持った道を多
くの方に知っていただき、地域とのふ
れあいを通じた楽しいドライブを実現
するために、ホンダインターナビによ
る風景街道のもつ様々なルート情報の
提供に関する試行を実施した。
　また日本自動車連盟（JAF）がホー
ムページ上で展開している「JAF ナ
ビ（おすすめドライブコース）」にお
いて、全国の風景街道をコンテンツと
して活用したドライブコースを作成・
掲載することで日本風景街道の周知促
進を図るとともに自動車を活用した旅
行需要の拡大を目指す取組みを開始し

た。
　現在、民間企業との連携を活用した
「民間企業等による評価制度の枠組
み」について検討を進めているところ
であるが、民間企業側の連携に関する
インセンティブは風景街道に関する質
の高い情報であると考えられる。今後
は、風景街道に関する情報の質や鮮度
を確保し、かつ、企業側が利用し易い
情報提供の仕組みの構築について試行
実験等を通じた検証を行っていく予定
である。
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